
生産緑地の買取り申出の故障認定基準 

 障害事由 判断基準 提出書類 

省
令
第
４
条
第
１
号
イ
か
ら

ト
ま
で
に
該
当
す
る
故
障 

⑴ 視覚障害 ４級の１以上 

身体障害者手帳の写し 

⑵ 聴覚障害 ３級以上 

⑶ 平衡機能障害 ３級 

⑷ 音声機能、言語機能又は 

そしゃく機能の障害 
３級 

⑸ 上肢機能障害 ４級以上 

⑹ 下肢機能障害 ４級以上 

⑺ 体幹機能障害 ３級以上 

⑻ 心臓機能障害 ４級以上 

⑼ 腎臓機能障害 ４級以上 

⑽ 呼吸器機能障害 ４級以上 

⑾ ぼうこう又は直腸機能 

障害 
３級以上 

⑿ 小腸機能障害 

 

４級以上 

⒀ ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫機能障害 
４級以上 

⒁ 肝臓機能障害 ４級以上 

⒂ 精神障害 ２級以上 精神保健福祉手帳の写し 

 その他事由 判断基準 提出書類 

省
令
第

４
条
第
２
号
に
該

当
す
る
故
障 

⑴ １年以上の入院 

病院等に１年以上入院し、

又は１年以上入院すること

が確実な故障 

入院証明書又は医師の診

断書において１年以上の

入院が必要と判断できる

もの 

⑵ 老人ホーム等への入所 

養護老人ホーム、特別養護

老人ホーム、有料老人ホー

ム等への入所 

入所証明書 

⑶ 要介護状態 
要介護１から要介護５まで

に該当 

介護保険被保険者証の写

し 

⑷ 医師の診断及び農業委員

会の意見を基に、農業従事

不可能な故障を有している

と市長が認めたとき 

医師の診断書及び農業委員

会の意見 

事前相談及び申請が必要 

・故障認定申請書 

・医師の診断書 

【各種障害等に関する窓口】 

●身体・精神障害について        ●要介護認定について 

障害福祉課(042-590-1185)        高齢福祉課(042-590-1233) 


